
高
橋
文
治
著

モ
ン
ゴ

ル
時
代
道
敏
文
書

の
研
究

井

黒

忍

を
追
加
す
る
程
度

の
も

の
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し

て
お

き
た

い
。
た
だ
し
、
現
地
に
碑
刻
を
訪
ね
る

の
み
な
ら
ず
、
自
身
が
實
見
し

え
た
碑
文
と
そ
う

で
な

い
碑
文
と
を
嚴
密

に
匠
別
し

て
使

い
分
け
る
と

い

っ

た
著
者
な
ら

で
は

の
ス
ト
イ

ッ
ク
な
研
究
姿
勢
に
鑑
み
れ
ば
、
そ

の
根
幹
で

あ
る
史
料
に
關
し

て
い
さ
さ
か

の
補
訂
を
行
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
と

は
言
え
な

い
で
あ

ろ
う
。
そ

の
上

で
、
わ
ず
か
ば
か
り

の
評
者
な
り

の

「
讃

み
」
を
示
し
え
れ
ば
望
外

の
幸

い
で
あ
る
。

各
論

へ
の
言
及

に
先
立
ち
、
ま
ず
は
本
書

の
構
成
を
示
す
と
と
も
に
直
諜

膿
風
白
話
文

の
性
格
を
整
理
し

て
お

こ
う
。

1

本
書

の
目
的
は
極
め

て
明

快

で
あ

る
。
直
課
風
白

話
文
を
讃

む
こ
と
と
、

そ

の
成
立
過
程
を
考
え
る

こ
と

に
墨
き
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料

の
解
讃
自
禮

が
本
書

の
目
的

で
あ
り
、
方
法

で
あ
り
、
結
果

で
も
あ
る
。
さ
ら

に
、
そ

の

表
現
方
法
と
し

て
銭
大
所
ら
清
朝
考
讃
學
者

の
札
記
や
蹟
文

に
類
す
る
形
式

が
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

シ
ン
プ

ル
で
あ
り
な
が
ら
、
か

つ
文
獄
學

の
本
質
と
も
言
う

べ
き
史
料

の
絡
合
的
な

「
讃
み
」
が
提
示
さ
れ
る
。
し
た

が

っ
て
、
本
書

の
意
義
も
史

料

の
讃

み
自

膿
に
存
在
す

る
。
校

訂
、
断
句
、

課
、
注

の
中

に
ち
り
ば
め
ら
れ
た

エ
ッ
セ

ン
ス
を
適
宜
ひ

ろ
い
集
め
、
安
易

に
そ
れ
ら
を
ま
と
め
合
わ
せ
る

こ
と
は
、
か
え

っ
て
本
書

の
償
値
を
倭
小
化

す

る
こ
と

に
な

ろ
う
。
評

者

の
能

力
不

足
を
自
寛

し
な

が
ら
も
、

や
は
り

「
讃
み
」
に
は

「
讃
み
」

で
向
き
合

っ
て
み
た

い
。

と
は
言
え
、
著
者
は

こ
れ
ま

で
石
刻
を
活
用
し
た

モ
ン
ゴ

ル
時
代
史
研
究

を
牽
引
し
績
け

て
き
た
研
究
者

で
あ
り
、
本
書
は
そ

の
成
果

の
梓
を
集
め
た

も

の
で
あ
る
。
向
き
合
う

べ
き
壁
は
あ
ま
り
に
高
く
、
本
質
的
な
議
論

に
踏

餅

み
込
む

こ
と
は
難
し

い
。
本
評
は
史
料
を
補
足
訂
正
し
、
若
干

の
關
聯
情
報

序

論

直
課
風
白
話
獲
令
文

の
性
格

第

一
章

全
眞
教
文
書

の
性
格
と
そ

の
展
開

第

一
節

太
宗
オ
ゴ
デ
イ
癸
巳
年
皇
帝
聖
旨
を
め
ぐ

っ
て

第

二
節

附
論

「
孟
廟
丁
酉
年
免
差
役
賦
税
碑
」
を
め
ぐ

っ
て

第
三
節

ク
ビ

ラ
イ

の
令
旨

二
通

第
四
節

李
志
常

の
給
文
碑

第
五
節

一
二
三
八
年
か
ら

一
二
五

二
年

へ

第
六
節

「
大
蒙
古
國
累
朝
崇
道
恩
命
之
碑
」
を
め
ぐ

っ
て

第
七
節

張
志
敬

の
給
文
碑

第
八
節

飴
論

「
任
風
子
」
劇
を
め
ぐ

っ
て

第

;
章

獲
給
文
書
か
ら
見
た

モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
道
教

第

一
節

張
留
孫

の
登
場
前
後

第

二
節

附
論

「
宣
授
繹
教
都
絡
統
」

の
出
給
文

第
三
節

至
元
十
七
年

の
放
火
事
件

第
四
節

武
宗
カ
イ
シ

ャ
ン
と
苗
道

一
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第
五
節

承
天
観
公
捺
を
め
ぐ

っ
て

第
六
節

苦
祠
至
元
四
年
碑
を
め
ぐ

っ
て

第
七
節

阿
識
処干
大
王

の
令
旨
を
め
ぐ

っ
て

注あ
と
が
き

索
引

重
要
引
用
文
献
表

本
圭
昌
目
頭

に
は
鮮
明
な
十
枚

の
拓
影

・
碑
影
が

口
給
と
し

て
載
せ
ら
れ

る
。

各
論

の
原
載
論
文

に
掲
載
さ
れ
た
も

の
に
加
え
、

口
絡

田

「
重
修
沿
東
王
廟

碑
」
碑
陽

の
拓
影
が
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

の

「
遼
金
元
拓
本
敷
位

典
藏
」

に
て
電
子
公
開
さ
れ
る
ほ
か
は
、

い
ず
れ
も
こ
れ
ま

で
に
公
刊
さ
れ

た
石
刻
關
聯
書
籍
や
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
も
未
掲
載

の
も

の
で
あ
り
、
學
術
的

慣
値
は
高

い
。
惜
し
む
ら
く
は
、

口
絡

W

「
重
修
扮
東
王
廟
碑
陰
」

の
右
戴

が
見
え

に
く

い
こ
と

で
あ

る
。
第

;
章
第
六
節

に
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
同
碑

は
巫
日
祠
唐
叔
虞
祠
正
殿

の
前
面
東
側

に
現
存
す
る
が
、
壁
際
ぎ
り
ぎ
り

に
置

か
れ
る
た
め

に
現
地

で
も
碑
陰
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な

い
。
碑
陽
本
文

の
み
な
ら
ず
、
碑
陰

の
情
報
や
寸
法
、
そ

の
状
態

に
至
る
ま

で
細
や
か
な
注

意
を
向
け
る
本
書

で
あ
れ
ば

こ
そ
、
到
護
可
能
な
拓
影
が
望
ま
れ
た
。

と
は
言
え
、
こ
れ
ら
拓
影

・
碑
影

の
掲
載
に
加
え

て
、
本
文
中

の
端

々
に

お

い
て
見
ら
れ
る
學
術
史
資
料

の
公
開
に
封
す
る
著
者

の
姿
勢
に
は
大

い
に

共
感
を
寛
え
る
。
未
紹
介

の
史
料

で
あ

っ
て
も
、

い
や
そ
う

で
あ
る
か
ら

こ

そ
積
極
的

に
こ
れ
を
活
用
し
、
論
文
を
執
筆
し

て
公
開

に
努
め
る
。
も
ち

ろ

ん
許
可
を
得

て
の
上

で
あ

る
。
著
者
ら

の
験
尾

に
附
し

て
現
地
碑
刻
調
査
を

行

っ
て
き
た
後
進

の

一
人
と
し

て
さ
ら
に
欲
を
言
え
ば
、
許
可

の
出
所
を
具

膿
的

に
示
し

て
頂
き
た
か

っ
た
。
未
著
録

・
未
報
告

の
石
刻

の
利
用

の
是
非

を
め
ぐ

っ
て
は
、
研
究
者
各
人

に
よ

っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

許
可
を
得
る

に
至
る
具
膿
的
な
手
順
を
示
す
こ
と
で
、
無
噺
使
用

の
誹
り
を

免
れ
る
と
と
も
に
、
現
地
調
査
か
ら
論
文
執
筆

に
至
る
ま

で
の
ト
ー
タ

ル
な

方
法
を
共
通
認
識
と
し

て
確
立
す
る

こ
と
が
可
能
と
な

ろ
う
。

本
書

に
お

い
て
解
讃

の
封
象
と
な
る

の
は
、

モ
ン
ゴ

ル
時
代

(お
よ
び
明

初
)

に
特
有

の
直
課
膿
風
白
話
文
と
呼
ば
れ
る
文
膿

で
書
か
れ
た
獲
令
文
と

公
文
書

で
あ
り
、
主
と
し

て
王
族
や
政
府
機
關
、
道
士
を
獲
給
者
と
し
、
道

士
や
道
観
を
受
給
者
と
す
る
文
書
と

こ
れ
を
刻
し
た
碑
文

で
あ
る
。
難
讃

の

文
膿
と
し

て
知
ら
れ
る
直
課
膿
風
白
話
文

に
封
し

て
は
、
昭
和

二
四
年

(
一

九
四
九
)
に
東
方
文
化
研
究
所
、
人
文
科
學
研
究
所
、
京
都
大
學
文
學
部

の

研
究
者

に
よ

っ
て

「元
典
章
』

の
講
讃
會

(正
式
に
人
文
科
學
研
究
所

の
研

究
班
と
し

て

「
元
典
章
研
究
班
」
が
獲
足
し
た

の
は

一
九
五
四
年
)
が
開
始

さ
れ

て
以
降
、
解
讃

へ
の
螢
爲
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
た
こ
と
は
周
知

の
通

り

で
あ
る
。
國
内

に
お

い
て
は
、
田
中
謙

二
の
研
短

に
績
く
本
格
的
な
專
論

(2
)

で
あ
り
、
專
著
と
し

て
は
そ

の
嗜
矢
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

本
書

の
序
論
お
よ
び
第

一
章
第

一
節
に
詳
述
さ
れ
る
直
課
膿
風
白
話
文

の

性
格
と
特
徴
は
以
下

の
四
黙
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
、
吏
憤
膿

の

一
種

で
あ
り
、
官
鷹

で
遣
り
取
り
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
に

し
た
書
面
語

で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
完
全
な
文
膿
で
あ
り
、
歴
史
状
況

の
把

握
な
く
し

て
は
文
法
構
造
さ
え
規
定

で
き
な

い
。
解
讃

に
當
た

っ
て
は
、
歴

史
状
況
ま

で
含
め
た
文
脈
を
讃
み
手

の
側

で
想
定
し
、
互

い
に
照
合
、
参

照
、

補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
白
話
を
基
調
と
す
る

モ
ン
ゴ

ル
語
原
文

の
翻
課

で
あ
る
。
漢
語
を
母

國
語
と
し
な

い
人
た
ち

に
よ

っ
て
漢
語
翻
課
が
始
め
ら
れ
た

こ
と

に
加
え

て
、
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方
言
や
浬
語

に
相
當
す
る
外
國
語

の
翻
課

に
は
白
話
髄
を
用

い
る
と

い

っ
た

雅
俗

に
か
か
わ
る
中
國

の
傳
統
的
な
獲
想

に
よ

っ
て
、
翻
課

に
は
文
言

で
は

な
く
白
話
が
選
澤
さ
れ
、
白
話
聖
旨
は
中
國
史
上
初
め

て
パ
ブ
リ

ッ
ク
な
場

に
お

い
て
書
面
上
堂

々
と
用

い
ら
れ
た
。

三
、
政
権
が
關
係
す
る
場
面

で
し
か
用

い
ら
れ
な

い
書
面
語

で
あ
る
。
政

権

の
標
識
と
し

て
故
意

に
生
硬
な
翻
繹
膿
が
選
揮
さ
れ
、
當
初
か
ら
恐
ら
く

政
府
文
書

の
中

で
し
か
機
能
し
な
か

っ
た
。
表
現

の
生
硬
さ
は
椹
威

の
讃
し

と
し

て
機
能
す
る
と
と
も

に
、
政
灌

の
言
語

で
あ

っ
た
か
ら

こ
そ
、
た
だ
ち

に
灌
威
化
さ
れ
、
定
式
化
が
極
度

に
進
ん
だ
。

四
、

ク
ビ

ラ
イ
以
後

の
文
膿

に
は
語
彙
、
語
法
、
叙
述
法

の
著
し

い
定
型

化
が
見
ら
れ
、
そ
れ
以
前

の
命
令
文

の
文
禮
と
は

一
線
を
劃
す
。
こ

の
定
型

化
は
意
識
的
か

つ
政
治
的
な
文
膿
韓
換

で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
漢
語

の

意
味
と
語
順
、を
度
外
祠
し

て
外
國
語
原
文

の
構
造
を
よ
り
強
く
意
識
さ
せ

る

非
漢
語
的
語
順

・
語
法

の
採
用
と
文
膿

の
定
型
化
は
表
裏

一
膿

の
も

の
と
し

て
朝
廷

の
権
威
を
背
景

に
時
を
同
じ
く
し

て
短
期
間

の
う
ち

に
進
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
文
膿
と
し

て
の
性
格
分
析
と
と
も

に
興
味
深

い
の
が
、
そ

の
語

彙

に
封
す
る
理
解

で
あ
る
。
直
課
膿
風
白
話
文

の
語
彙
は

一
種

の
記
號

で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
あ
る
明
確
な
指
示
性
が
賦
與
さ
れ

て
い
て
、
そ

の
指
示

性
抜
き

に
直
諜
膿
風
白
話
文
を
讃
む

こ
と
は

で
き
な

い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

は
實
際

の
口
頭
語
と
は
別
次
元

の
、
あ
る
政
治
的
な
背
景

の
中

で
制
度
や
現

實
を
憺
う
タ
ー

ム
と
し

て
用

い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
あ
る
特
定

の
歴
史
状
況

の
中

に
お

い
て
直
課

禮
風
白
話
文
を
眺
め
れ
ば
、
能
記
と
所
記
と

の
關
係
性
は
お

の
ず
と
限
定
さ

れ
、
そ

こ
に
多
様
な
護
み
が
存
在
す
る
飴
地
は
無

い
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

㎜

當
時

の
書
き
手
、
讃
み
手

の
讐
方
に
は
明
白

で
あ

っ
た
記
號
が
示
す
指
示
性

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

コ
ー
ド

(記
號
)
化
さ
れ
た
語
彙
や

フ

レ
ー
ズ
を
デ

コ
ー
ド

(解
讃
)
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
直
課
髄
風
白
話
文
を

「
讃
む
」

こ
と

が
可
能
と
な
り
、

さ
ら
に
そ
こ
か

ら
歴

史
状
況

の
理
解

へ
と

至
る

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
こ

の
脱

コ
ー
ド
化
は
、
記
號
が
指
し
示
す

封
象
を
ビ
ジ

ュ
ア
ル
に
示
す
原
文
書

の
復
元
に
よ

っ
て
な
し
得
る
も

の
で
あ

り
、
こ

こ
に

こ
そ
改
行
、
擾
頭
、
空
格
な
ど
原
文
書

の
書
式
を
保
存
す
る
碑

刻
や
元
刊
本

の
利
用
償
値
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

績

い
て
、
本
論
中
に
お

い
て
補
訂
す

べ
き
情
報
が
あ
る
箇
所
に

つ
い
て
見

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
第

二
章
第

一
節

で
は
、

『析

津
志
輯

供
』

「
學
校
」

(以

下
、
「
學
校
條
」
と
略

す
る
)
に
牧
録

さ
れ
る
太
宗

オ
ゴ
デ
イ
が
癸

巳

の
年

(
一
二
三
三
)
に
襲
令
し
た
皇

帝
聖
旨
を
取

り
上
げ
、
校
訂
、

日
本

語
課
に

加
え

て
註
が
附
さ
れ
る
。
本
聖
旨
は
現
在
確
認
さ
れ
る
限
り
、
歴
史
的
に
は

五
番
目

に
古

い
直
課
膿
風
白
話
文

で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、

モ
ン
ゴ

ル
の
ビ
チ

ク
チ

(必
闊
赤
)

の
漢
語
教
育
と

い
う
直
課
膿
風
白
話
文

の
成
立

に
直
接
關

聯
す
る
問
題
を
扱

い
、

モ
ン
ゴ

ル
朝
廷
と
漢
語

の
組
織
的
な
接
鯛
を
示
す
ほ

と
ん
ど
最
初

の
記
録

で
あ
る
。
さ
ら

に
、
金

の
滅
亡
が
明
ら
か
と
な

っ
た
時

鮎

で
襲
令
さ
れ
た
本
聖
旨
に
よ

っ
て
、
オ
ゴ
デ
イ
は

モ
ン
ゴ

ル
語
表
記
や
意

思

の
疎
通
と
は
異
な

っ
た
、
漢
語
に
よ
る
命
令

の
傳
達
、
す
な
わ
ち
漢
地

の

文
書
行
政
を
意
圖
し
た
と
さ
れ
る
。

「
モ
ン
ゴ

ル
時
代
史
を
考
察
す
る
上
で
根
本
的
な
意
味
を
有
す
る
」

(三
六

頁
)
と
評
さ
れ
る
本
聖
旨

で
あ
る
が
、
本
書

で
は
言
及
さ
れ
な

い
重
要
な
關

聯
史
料

「
元
太
宗
皇
帝
御
製
宣
論
後
題
」
が
存
在
す
る
。
早
く
は
温
嶺

(陳

高
華
)

「讃

『析
津

志
輯
供
』
札
謳
」

に
よ

っ
て

『畿

輔
通
志
』
金

石
門
に

同
史
料
が
牧
録
さ
れ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ

の
後
、
薫
啓
慶

「
大
蒙
古
國

(
4
)

的
國
子
學
-

兼
論
蒙
漢
圭円英
滴
化
的
濫
膓
與
儒
道
勢
力
的
消
長
」
に
お
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い
て

『欽
定
國
子
監
志
』
お
よ
び

『畿
輔
通
志
』
所
牧

の
本
史
料

の

一
部
が

(
5
)

利
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
王
建
軍

『元
代
國
子
監
研
究
』

で
は

『新
増
格
古

要
論
』

(叢
書
集

成
本
)
巻

一
〇

「古
今

諾
敷
題

蹟
」

に
載

せ
ら
れ

る
全
文

が
提
示
さ
れ
、
宮
紀
子

「
モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
出
版
文
他

』
に
も
惜
陰
軒
叢
書

本
か
ら

の
抄
繹
が
見
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
周
知

の
範
園
に
厩
す
る
史
料

で

は
あ
る
が
、
本
書

に
お
け

る
考
察
内
容
と

の
關
聯
か
ら
今

一
度
検
討
を
加
え

て
み
た

い
。
な
お
、
同
史
料

に
つ
い
て
は
冗
長
な
が
ら
註
に
全
文
を
基
げ
た
。

(
7
)

あ
わ
せ

て
蓼
照
さ
れ
た

い
。

ま
ず

は
、
「
元
太
宗
皇
帝

御
製
宣
論
後

題
」

(以
下
、

(本
)
蹟
文
と

略
す

る
)

に
つ
い
て
若
干

の
説
明
を
加
え

て
お
き
た

い
。
践
文
に
お

い
て

「
濠
謹

按
」

の
言

が
見
え
、

「新
増
格
古

要
論
』

で
は

こ
れ
を

宋
演

の
撰
と

す
る
ほ

(8
)

か
、

「欽
定

日

下
奮
聞

考
』
に
は

末
尾

に

「
潜
漢
集

」
、
『欽

定
國

子
監

志
』

に

「
宋
潜
渓
集
」
、

『畿
輔
通
志
』
に

「
宋
濠
潜
渓
集
」

の
記
載
が
見
え
、

い

ず

れ
も
宋
濠

の
手

に
な

る
も

の
と

さ
れ

る
。
た
だ
し
、

『新
増

格
古

要
論
』

に
載
せ
ら
れ

る
そ

の
他

の
宋
濠

の
題
蹟
が
文
集
中

に
も
確
認

で
き
る

の
に
封

し

て
、
本

賊
文

の
み
は

現
存

す

る
ど

の
文

集

に
も

牧
録

さ
れ
な

い
。
し
た

が

っ
て
、
可
能
性
と
し

て
は
宋
演

に
偶
託
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
、
も
し
く

は
文
集

へ
の
牧
録

に
あ
た
り
漏
れ
た

(或

い
は
敢
え

て
漏
ら
さ
れ
た
)
も

の

と
考
え
ら
れ

る
。
後
者

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
撰
述
年
代
は
宋
濠
が
翰
林

國
史
院

編
修

官

の
任
を
帯

び
た
至
正
九

(
=
二
四
九
)
～

一
八
年

(
=

二
五

(9
)

八
)
頃

の
問
と
推
定
さ
れ
、

こ
れ
は
蹟
文
末
尾

の

「
纂
修
史
臣
或
得
以
蓼
考

焉
」

に
も
封
鷹
す
る
。
ま
た
、
蹟
文
中
に
は

「
石
刻
今
藏
京
師
、
與
御
賜
祭

宣
聖
玉
翠
、
皆
提
墾
學
事
者
司
之
、
毎
當
代
去
、
出
以
相
傳
」
と
述

べ
ら
れ

る
が
、
上
掲
期
問
内
に
宋
演
が
京
師

に
赴

い
た

こ
と
を
讃
明
す
る
史
料
は
確

認

で
き
ず
、
本
碑
を
自
身

で
目
観
し
た
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
た

だ
し
、

こ
こ
に
見
え

る

「御

賜
祭
宣

聖
玉
翠
」
が
、

『元
史
』
巻

八

一
・
選

塞
志

・
學
校
條

の

「
憲
宗
四
年
、
世
祀
在
潜
邸
、
特
命
修
理
殿
廷
、
及
師
位
、

賜
以
玉
畢
、
仰
永
爲
祭
器
」

に
封
慮
す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か

で
あ

り
、

ク
ビ

ラ
イ

の
即
位

に
當
り
宣
聖
廟
に
賜
與
さ
れ
た
玉
畢
と
と
も
に
太
宗

オ
ゴ

デ
イ

の
石
刻
が
提
畢
學
事
者
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
、
大

ハ
ー

ン
の
代
替

わ
り
ご
と
に

(儀
式
を
件

っ
て
)
傳
承
さ
れ
る
も

の
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、

本
書

に
て
強
調
さ
れ
る
オ
ゴ
デ
イ
癸
巳
年
聖
旨
碑

の
重
要
性
を
裏
附
け
る
も

の
と
も
な

ろ
う
。

上
述

の
よ
う

に
、
本
蹟
文
が
宋
濠

に
傷
託
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
を

否
定
し
さ
る

こ
と
は

で
き
な

い
が
、
そ

の
内
容
か
ら
到
断
し

て
撰
者
が
本
聖

旨
碑
文
自
膿
も
し
く
は
そ

の
拓
本
を
見

て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
そ
こ

で
こ
れ
を
基

に
本
書
第

一
章
第

一
節
お
よ
び
第
三
節
に
お
け
る
考
讃
を
見
直

せ
ば
、
以
下

の
鮎
を
補
訂
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

ま
ず
、
第

二
章
第

一
節
註
③

「
己
酉
年
道
士
石
刻
詔
」
に
關
し

て
、
本
書

で
は
己
酉

の
年

に
道
士

に
よ

っ
て
立

て
ら
れ
た
石
刻
と
は
、
オ
ゴ

デ
イ
癸
巳

年
聖
旨
を
含
め

て
白
話
膿
皇
帝
聖
旨
三
通
と
叙
任
状

一
通

の
少
な
く
と
も
四

通

の
燕
京
孔
子
廟

に
獲
令
さ
れ
た
詔
が

一
つ
の
碑
石
に
刻
さ
れ
た
も

の
だ

っ

た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
を
蹟
文

の
内
容
と
比
較
す
れ
ば
、
己
酉
年

一
〇
月

一
五

日
に
夫
子
廟

の
住
持

で
あ
る
賜
紫
知
観

の
李
志
元
に
よ

っ
て
刻
石
が
命
じ
ら

れ
、
重
玄
子
葛
志
仙

(後
段

で
は
志
先
と
記
さ
れ
る
)

に
よ

っ
て
刻
字
さ
れ

た
石
碑
が
廟
内

の
國
子
學
に
立
石
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
、

そ

こ
に
記

さ
れ
た
内
容

は
あ
く

ま

で
太

宗
オ

ゴ
デ
イ

の
宣

論

(白
話
膿

聖

旨
)

二
通

で

あ

っ
た
。

一
通

目

に
は
、
そ

の
前

孚

に
ド

ロ
ダ

イ

(朶

羅

鰐
)
・
ノ
ヤ

ン
、

石
抹
成

得
不
、
耶
律
綿

思
寄
、
小
通
事

の
胡
土
花
と

ム

ス

リ

ム
の
合
住
お
よ
び
十
投
下
管
匠
官
人
を
宛
先
と
し
、
四
教
讃
を
作

っ
て
モ
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ン
ゴ
ル
お

よ
び
漢
人

の
子
弟
を

教
育

せ
よ
と

い
う

命
令

が
あ
り
、
後

牛
は

「
道
與

…
」
と
宛

先
を
ド

ロ
ダ
イ

・
ノ
ヤ

ン
に
限
定
し
、
子
弟
達

へ
の
物
品

の
支
給

を
命

じ
た
も

の
で
あ

る
。
本
書

註
⑳

に
お

い
て
、
こ
れ
ら

は
元
來

別

々
の
二
通

の
聖
旨
だ

っ
た
も

の
が
、

い
ず
れ
か

の
段
階

で

一
通
と
錯
畳
さ

れ
た

の
で
は
な

い
か
と

の
推
定
が
な
さ
れ
る
が
、
蹟
文

に
依
る
限
り
、
少
な

く
と
も
立
石

の
段
階
に
お

い
て
は
こ
れ
ら
が

一
通

の
聖
旨
と
認
識
さ
れ

て
い

た

こ
と
は
明

ら
か

で
あ

る
。
或

い
は
本
書
第

一
章
第

三
節

に
基

げ

ら
れ

る

「
忽
必
烈
大

王
甲
寅
年
七

月

一
日

の
令
旨
」

に
見

ら
れ

る
よ
う

に
、
同

一
の

命
令
文

の
中

で
も
異
な
る
内
容
を
異
な
る
封
象

に
命
じ
る
た
め
に
、
途
中

で

「
更
道
與
…
」
と
文
を
改
め
る
事
例

に
類
す
る
も

の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら

に
本
蹟
文
よ
り
明
ら
か
と
な
る
鮎
と
し

て
は
、
夫
子
廟

の
廊
鷹
お
よ

び
學
舎

の
建
築
費
用
と
し

て
臨
時
的

に
燕
京

・
眞
定

の
暦
日
銀
が
充

て
ら
れ

て
い
る
。
耶
律
楚
材

に
よ

っ
て
作
成

さ
れ

た
庚
午

元
暦

の
費

り
上
げ

金
を

も

っ
て
諸
路

の
宣
聖
廟

の
修
復
費
用

に
充

て
る
措
置

に
つ
い
て
は
、
本
書
第

一
章
第

二
節

に
お

い
て
詳
述
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ

る
が
、
こ

の
燕
京
國
子
學

の
事
例

こ
そ
が
そ
の
出

襲
鮎

で
あ

っ
た

こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
ド

ロ
ダ
イ

・

ノ
ヤ

ン
に
封
し

て
命
じ
ら
れ
た
後
孚
部
分

に
關
し

て
は
、
蹟
文

の

「
其
子
弟

日
給
米
人

一
升
、
麺
如
之
、
肉

一
斤
、
晩
同
給
酒
四
缶
、
家
糧
之
給
亦

一
升
、

土
箸
者
皆
不
與
」
が

「
學
校
條
」

の

「
各
人
蛇
教
讃
人
等
、
毎
人
日
支
米
麺

各

一
斤

・
肉

一
斤
、
本
庭
官
人
毎
底
核
児
不
在
此
限
、
外
振
家
根
、
毎
人
日

支

一
升
。
這
必
闊
赤
核
児
毎
、
晩
後
與
解
渇
酒
四
瓶
」

に
封
鷹
す
る
。
米
麺

の
軍
位
が

「
升
」
、
「
斤
」
と
異
な
る

こ
と
は
と
も
か
く
、
傍
線
部

の
差
異
は

明

ら
か

で
あ

る
。
こ
れ

に
關

し

て
は
、
註

⑳

お
よ
び

⑳

に
お

い
て
、
「
家

根
」
を

「
官
根
」

の
誤
り

で
あ

ろ
う
と
し
た
上

で
、
徴
牧
課
税
所
等

の
燕
京

皿

地
匠
漢
人
官
僚
た
ち

の
子
供
た
ち
は

(そ

の
親

で
あ
る
)
漢
人
官
僚
が
官
根

を
支
給
さ
れ
る
た
め
に
、
日

々
の
米

・
麺

・
肉
を
與
え
ら
れ
な

い
と
解
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
蹟
文

に
よ
れ
ば
、
該
當
部
分
は

モ
ン
ゴ

ル

・
漢
人

の
別
を

問
わ
ず

、
國

子
學

の
子
弟

に
は
毎
日
米

・
麺

一
升
、
肉

一
斤
が
與
え

ら
れ
、

さ
ら

に
モ
ン
ゴ

ル
の
子
弟
た
ち

の
み

に
は
毎
晩
酒
四
瓶
が
與
え
ら
れ
た
。
こ

(
10
)

れ
ら
と
は
別

に
、
子
弟

の
家
に
も
毎
日

一
升
が
家
根
と
し

て
與
え
ら
れ
た
が
、

燕
京
出
身
者

に
關
し

て
は
支
給
封
象
か
ら
除
外
し
た
と

い
う
こ
と

に
な

ろ
う
。

つ
ま
り

、
「學
校

條
」

の
傍
線
部

は

「
外
捺
家
根

、
毎

人
日
支

一
升
、
本
庭

官
人
毎
底
核
児
不
在
此
限
」
と
な
る

べ
き
語
順
を
誤

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る

の
で
あ
る
。

績
く

二
通
目

の
白
話
膿
聖
旨

に
關
し

て
も
、
や
は
り
註
③

に
て
言
及
が
な

さ
れ
る
。
そ

こ
で
は

ヘ
ビ

の
年
六
月
九
日

の
聖
旨

の
あ
と
に

「
同
時
有
詔

二

道
、
今
載
其

一
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の
後
に
白
話
膿

の
直
諜
風
皇
帝
聖
旨

一
通
と
甲
午
年

二
月

二
四
日

の
詔
書

一
通

(叙
任
状
)
を
掲
載
す
る
こ
と
か

ら
、
上
述

の
よ
う

に
計
三
通

の
白

話
膿
皇
帝
聖
旨

が
存
在
し
た
と

さ
れ
る
。

た
だ
し
、
賊
文

で
は
あ
く
ま

で
宣
論
は

二
通

で
あ
り
、
第

二
通
目

の
聖
旨

の

獲
令
時

期
と
し

て

「
所
頒

之
年
月
、
與
前

同
、
不
書

何
日
。
意
梢
後

於
前
、

亦
不
過
旬
日
爾
」

の
記
載
が
見
え
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
先

の
聖
旨
と
同
じ

く

ヘ
ビ

の
年

六
月

に
獲

せ
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
が
分

か
る
。

つ
ま
り
、

時
を
同
じ
く
す
る
詔

二
道
と
は
賊
文

に
載
せ
ら
れ
る

二
通

の
聖
旨
を
意
味
し
、

「
今
載
其

一
」
と

は
そ

の
前
段

に
掲
載

さ
れ

る

ヘ
ビ

の
年
六
月
九

日
の
聖
旨

を
指
す
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
う

一
通

の
白
話
膿
皇
帝
聖
旨
は

そ
も
そ
も
存
在
し
な

い
こ
と
と
な
る
。

そ

こ
で
蹟

文
に
見
え

る
第

二
通
目

の
聖
旨

で
あ

る
が
、
「其

一
通
、
論
受

學
諸
弟
子
員
、
習
漢
人
文
書
之
外
、
兼
諸
匠
氏
藝
事
、
及
藥
材
所
用
、
彩
色

所
出
、
地
理

・
州
郡
所
紀
、
下
至
酒
醗

・
麹
藥

・
水
銀
之
造
、
食
飲

・
烹
妊
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之
制

、
皆

欲
周
覧

妾

通
。
傍

戒
飲

酒
、
不
可
有

違
、
而
於

習
讃

之
事
尤

諄

也
」
と
記
さ
れ
る
。

こ
れ
を

「
學
校
條
」

に
載
せ

る
二
通
目

の
白
話
膿
聖
旨

と

比

べ
れ

ば
、
爾
者

は
完
全

に
別

の
内
容

と
な

る
。

た
だ
し
、
「
學
校

條
」

に
牧
録
さ
れ
る

の
は
、
あ
く
ま

で

「
其
第

二
道
節
該
」

で
あ
り
、
さ
ら

に
蹟

文

に
載

る
聖
旨

の
宛
先
が

「
受
學
諸
弟
子
員
」
、
「
學
校
條
」

に
載
る
聖
旨

の

宛
先
が

「
燕
京
去
的
必
閣
赤
核
兇
」

で
あ
り
、
と
も

に
モ
ン
ゴ

ル
の
ビ
チ

ク

チ

の
子
弟

で
あ
る
鮎

で

一
致
す

る
こ
と
に
よ
り
、
雨
者
は
本
來
同

一
の
聖
旨

で
あ
り
、
異
な
る
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ

に
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
特

に
蹟
文

に
お

い
て
興
味
深

い
の
が
、

モ
ン
ゴ

ル
の
ビ
チ

ク
チ

の
子
弟
が
漢
人

の
言
葉
と
書
き
物
を
習
う
だ
け

で
な
く
、
工
藝

・
作
事

の
技
術
、
藥
材

の
敷

能
、
顔
料

の
産
地
、
地
理
志

・
州
郡
志
に
記
さ
れ

る
事
柄
か
ら
、
酒

・
あ
ま

酒

・
こ
う
じ

・
水
銀

の
製
法
、
飲
食

・
調
理

の
方
式

に
至
る
ま

で
あ
ま
ね
く

通
じ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
貼

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
賊
文
中

の
按
語

に
言
う

「
又
能
達
理
事
不

二
、
墾
繋
見
諸
實
用
」

に
あ
た
る
。
ビ
チ
ク
チ

の

子
弟

に
求
め
ら
れ
た
多
様
な
學
習
分
野
は
、
宮
紀
子
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る

實
學

に
通
じ
た

モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
人
士

の
姿
と
も
重
な
り
あ
う
。
さ
ら

に
工

藝

や
作
事
な
ど

の
技
術

の
學
習
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
聖
旨

の
宛
先

に

「
十
投

下
の
管

匠
官
人
」
が
含
ま

れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
燕
京
地
厘

の
行
政

を
憺
當
す
る
ド

ロ
ダ
イ
、
石
抹
成
得
不
、
耶
律
綿
思
再
以
外

に
、
通
事

二
人

の
選
抜
を
命
じ
ら
れ
た
小
通
事

や
、
十
投
下

の
管
匠
官
人
が
聖
旨

の
宛
先
と

な

っ
た

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
憺
當
す

べ
き
具
膿
的
な
役
割
を
備
え

て
い
た
か

ら

で
あ

る
。

上
述

の
註
③

に
お

い
て
は
、
「
學
校
條
」

に
は
、
こ
の
二
通
目

の
聖
旨

に

績

い
て
甲
午
年

二
月

二
四
日

に
獲
せ
ら
れ
た
詔
書
が
叙
任
状

で
あ

っ
た
と
し

た
上

で
、
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト

・
ミ
ス
に
よ

っ
て
語
句

の
脱
落
が
あ
る
た
め
試
案

と
し

て
文
章
復
元
が
な
さ
れ
る
。
確
か
に
同
條
は
文
章
と
し

て
は
意
味
を
な

し
え
な

い
語
句

の
羅
列

で
あ
る
が
、

こ
れ
を
賊
文
と
封
照
す
る
こ
と
で
そ

の

理
解

が
可
能

と
な

る
。
蹟
文

の
封
鷹
箇
所

は
、

「其
左

方
序
列

四
教
讃

弟
子

名
、
蒙
古
必
闇
赤
自
札
古
魯
眞
以
下
凡

一
九
人
、
漢
人
必
閣
赤
自
文
宣
奴
而

下
凡

二
八

人
。
…
…

(中
略
)
…
…
其
敷

比
奮

有
所
加

者
、
績
有

慕
敷
而

來

者
耳
。
又
列
羅

・
劉

二
通
事
、
不
著
其
名
、
又
列
宣
授
蒙
古
必
闇
赤
四
牌
子

総
教
馬
志
亨
、
宣
授
金
牌
提
塞
國
子
學
事
中
書
楊
惟
中
、
御
前
宣
議
國
子
學

事
仙
孔

八
合
識
李
志
常

、
三
人
街
名
」

で
あ

る
。
(恐

ら
く
同

一
碑

面

の
上

下

二
戴

に
刻
さ
れ
た
)
先

の
白
話
膿
聖
旨

二
通

の
左
側

に
四
教
讃

の
弟
子
名

と
し

て
、
ジ

ャ
ク

ル
ジ

ン

(札
古

魯
眞
)
以
下

一
九

人

の
蒙
古
ビ

チ
ク
チ
、

文
宣
廼

以
下

二
八
人

の
漢
人
ビ
チ
ク
チ

の
名
が
列
墾
さ
れ
た
・
さ
ら
に
名
を

記
さ
な

い
羅
某
、
劉
某

の
通
事

二
人
、
宣
授
蒙
古
必
閣
赤
四
牌
子
絡
教
焉
志

(12
)

亨
、
宣
授
金
牌
提
塞
國
子
學
事
中
書
楊
惟
中
、
御
前
宣
議
國
子
學
事
仙
孔
八

合
識
李
志
常

の
三
人

の
街
名

が
刻
さ

れ
て

い
た

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
「
學

校
條
」

の
甲
午

年
詔

書

に
言
う

「
絡
教

官

三
員
」
と

は
、
焉
志
亨

・
楊

惟

中

・
李
志
常

の
三
名
を
指
す
も

の
で
あ
り
、
碑
刻
に
は
甲
午
年

の
叙
任
状
が

そ

の
ま
ま
刻
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、

モ
ン
ゴ

ル

・
漢
人
ビ
チ

ク
チ
、
通
事

二

名
と
総
教
官
三
名

の
題
名

の
み
が
刻
さ
れ

て
い
た
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
も
や

は
り
蹟
文
中

の
按
語
に
言
う

「
且
繋
其
名
干
籍
、
非
惟
不
忘
其
本
先
、
蓋
亦

愼
之
至
也
」

に
封
憲
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
國
子
學

の
出
獲
鮎
と
し

て
彼
ら

の
名

は
碑

刻

に
記

さ

れ
、
と

こ

し
え

に
傳
え

ら

れ
た

の
で
あ

る
。

な
お
、

「
學
校
條
」

の
甲
午
年

の
詔
書

に

「
四
教
讃
」
と
し

て
名

の
畢
が
る

「
劉
某
、

趙
某
」

の
記
載
は
蹟
文

に
は
見
え
な

い
。
ま
た
、
蹟
文

に
お

い
て
は
子
弟
敷

の
増
加
は
後

に
新
た
に
加
わ

っ
た
者
が

い
た
た
め
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
る

が
、

一
つ
の
可
能
性
と
し

て

「
劉
某
、
趙
某
」

の
二
名
を
含
む
、
陳
時
可
に
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よ

っ
て
選
抜

さ
れ
た
秀
才

二
人
と
焉
志
亨

に
よ

っ
て
選
ば

れ
た
秀
才

二
人
、

通
儒
道
人

二
人

の
計
六
人

の
漢
人

の
名
が
文
宣
奴
以
下
漢
人
ビ
チ

ク
チ

ニ
ニ

人

の
名

に
績

い
て
記
さ
れ
た
た
め

に
計

二
八
人
と
誤
解
さ
れ
た
と
も
考
え
ら

れ

る
。

か
な
り
冗
長
な
記
述

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
以
下
は
主

に
史
料
ご
と

に

追
補

で
き
る
情
報

の
み
を
示
す

こ
と
と
し
た

い
。
な
お
、
字
句

の
訂
正

に
つ

い
て
は
、
著
者

の
墾
み

に
な
ら

い
、
評
者
が
拓
本

(拓
影
)
お
よ
び
原
碑
を

實
見
し
得
た
も

の
に
限
定
す
る
。
ま
ず
、
第

二
節

の
A
碑

「
孟
廟
丁
酉
年
冤

差
役
賦
税
碑
」

に
關
し

て
、
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
所
藏
石
刻
拓
本
資

料

(以

下
、
人

文
拓
と

略
す

る
)

(○
国
乞
O
O
2
×
)
に
よ

れ
ば
、
二
行

目

の

「
札
」
↓
「
孔
」
、
「
忽
」
↓
「
火
」
、
注

(
ウ
)

に
て

「
孔
措
」
は

「
孔
元
措
」

の

誤
記
と
す
る
が
、
拓
影

で
は

「
措
」
が
小
字

で
あ
り
、
そ

の
上
が
白
く
文
字

が
爲
り
込
ま
な

い
た
め
本
來
存
在
す
る

「
元
」

の
小
字
が
見
え
な

い
だ
け

で

あ

ろ
う
。

三
行

目

「
亜

聖
」

の
前

に

一
字

空

格

、
五

行

目

の

「
錫
」
と

「
差
」

の
問

に

「免
」

が
脱
落
、
六
行
目

お
よ
び
七
行

目
は
と
も

に

一
字
上

げ
、
七
行

目

「
之
」
と

「
子
」

の
問

に

「後

」
が
脱
落

、
八
行

目

「
亜
聖
」

は
誤
入

で
あ

る
。
末
尾

の
日
附

の
上

に
押
印
が
あ

る
。
績

い
て

「
故
奉
訓
大

夫

襲

封
桁

聖

公

世
襲

曲

阜

縣
令

墓

銘
」

に
關

し

て

は
、
人

文

拓

(○
国
乞

O
O
O
刈
×
)
は
末

尾

の
五
字
分
を

閾
く
が
、

こ
れ
に
よ

れ
ば
三
行

目

「
椹
」
↓

「
機
」
、
六

行

目

「
承
」
と

「
爵
」

の

問

に

「
徳

郎
」

が

脱

落

、
「便

宜
」
、

「
宣
差
」
、
「
行
省
」

の
前
は

い
ず
れ
も

一
字
空
格
が
あ
る
。
「
五
十
三
代
孫
中

議
大
夫

襲
封
桁

聖
公
和
道

碑
銘
」

に
關

し

て
は
、
人
文

拓

(Ω
国
]∠
d
一
①
卜○
×
)

に
よ
れ
ば
、

二
行
目

「
天
兵
」
、
「
林
廟
」
、
「
制
」
、
「
夫
子
」

の
前

に
二
字
空

格
、
「
及
」
↓

「
既
旦
」
、
四
行

目

「軌

」
↓

「範
」
、
五
行
目

「
遭
」
↓
「
廼
」
、
「
林

瑠

廟
」

の
前

に
二
字
空
格
が
あ
る
。

第

五
節

の
D

「戊

戌
年

鳳
翔

長
春
観

公
擦
」

に
關
し

て
は
、

=

二
行

目

「
密
」
↓

「
蜜
」
、

二

一
行

目

お

よ

び

二
四

行

目

の

「
葱
」
↓

「
馬
」
。
な

お
、

「
馬
」
字

に
關

し
て
は
、
本
書
を

通
じ

て

「
懸
」

に
誤

る
ケ
ー

ス
が
頻

見
す

る
。
ま
た
、
關
聯

資
料
と

し

て
墨

げ
ら

れ
る

①

「
重
修
口

□
長
春

観
記
」
、

②

「
重
修
旙
渓
長
春
成
道
宮
記
」
、
③

「
全
眞
第
五
代
宗
師
長
春
演
道
主
教
眞

人
内
傳
」
に

つ
い
て
、
今
日
、
①
と
⑧
は
甘
粛
省
博
物
館
に
所
藏
さ
れ
、
②

は
所
在
不
明
、
本
公
捺
は
故
地

に
残
さ
れ
る
と
す
る
が
、
評
者

の
二
〇
〇
九

年

の
現
地
調
査

に
よ
れ
ば
、
③
は
陳
西
省
寳
難
縣
旙
渓
宮
遺
趾
に
現
存
す
る

が
、
②
お
よ
び
公
捺
は
存
在
し
な

い
。
ま
た
、
①
は
旙
渓
宮
遺
趾

に
近
接
す

る
鳳
女
槙

の
敷
地
塀

の
資
材
と
し

て
そ

の
残
片
が
は
め
込
ま
れ

て
い
る
。
E

「
乙
巳
年
莱
州
碑
山
洞
給
文
」

に
關
し

て
は
、
五
行
目

「
仙
」
↓
「
偲
」
、
九
行

目

「
稗
」
↓
「
稗
」
と
な
る
。

第

;
章
第

二
節

の

「
海
潮
暉
院
至
元
三
年
給
文
碑
」

に
關
し

て
、
山
西
省

圖
書
館

に
所
藏
さ
れ
る
三
巫
日
石
刻
研
究
會
牧
集

の
拓
本

に
よ
れ
ば
、
左
戴

一

行
目

「少

林
長

老
」

の
下

に
押
字

が
あ

り
、
二
行

目

の
末

尾

に

「
師
孫

玄

郁
」
、
四
行

目

の
空
欄

一
字
目

に
は

「
興
」
、
そ

の
下
は

「知
客

道
口
」
、
五

行
目

の
空
欄

一
字
目
に
は

「
慶
」
、

二
字
目

に
は

「
順
」
、
末
行

の
空
欄
に
は

「
韓
」
が
入

る
。
ま

た
、
晋

祠
内

の
奉

聖
寺

へ
の
言

及
に
當
た

っ
て
閾
字

の

多

い

『山
右
石
刻
叢
編
』
巻
三
〇

「
奉
聖
寺
碑
」
が
引
用
さ
れ
る
が
、
同
碑

に
關
し

て
は
光
緒
末
年

に
劉
大
鵬

に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た

『音
祠
誌
』

に
よ

り
完
全
な
録
文
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
蓼

照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
閾
字
箇

所

の
多
く
が
補
填
さ
れ
、
奉
聖
寺
や
そ

の
下
院

に
關
す
る
分
析
は
さ
ら
に
精

度
を
増
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
お
、
同
史
料
は
、
第
六
節

の
巫日
祠
至
元
四
年

碑

の
解
讃
に
封
し

て
も
有
敷

で
あ
る
。

第
三
節

の

「
蔚
縣
玉
泉
寺
至
元
十
七
年
聖
旨
碑
」

に
關
し

て
は
、

二
〇
〇
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鋼

九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『蔚
縣
碑
銘
輯
麺
』
に
蔚
州
鎭
玉
・藺

(蔚
縣
奮
縣
城

の
北
門
門
櫻
、
現
在

の
蔚
縣
博
物
館
)
に
現
存
す

る

「
馬
児
年
論
旨
碑
」

の

碑
陽
と
し

て
拓
影
と
録
文
が
載
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
四
年

に
は
ト
永

(
14
)

堅

「元
代
的
道
佛
衝
突

以
河
北
省
蔚
縣
浮
圖
村
玉
泉
寺
碑
爲
中
心
」

(15
)

が
襲
表
さ
れ
、
現
地
碑
刻
調
査

に
基

、つ
く
録
文
が
掲
載
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
拓

影

お
よ
び

録
文

に
よ

れ
ば
、

「右

裁
」
三
行

目

「宣

慰

司
」
、
「達

魯
花

赤
」

の
後

に
そ
れ
ぞ
れ

「
毎
」
が
脱
落
、
四
行
目
は
行
替
え
せ
ず

に
三
行
目

に
追

い
込
み
、
五
行
目

の

「
宣
論
」
は

二
字
下
げ
、

一
〇
、

一
一
、

一
二
行
目

の

「
繹
迦
牟
尼
佛
」
は

い
ず
れ
も

一
字
下
げ
、

一
〇
行
目

「
系
」
↓
「
係
」
、

二

行
目

「
依
自
」
は
注

(オ
)

に
て
推
測
さ
れ
る
通
り

「
依
着
」

の
誤
り
、

一

二
行
目

「
道
」
と

「
断
」

の
問

に

「
已
」
が
脱
落
、

一
七
行
目

「
俺
」
は

一

字
下
げ
、
最
終
行
は
行
替
え
せ
ず
に

二
〇
行
目

「
聖
旨
俺
底
」

の
後
に
四
字

を
空
け

て
追

い
込

み
、
コ
一
月
」

の
横

の
行

問
に
小
字

で

「寳
」

の
記
入
が

あ

る
。
績

い
て

「
左
戴
」

に
關
し

て
は
、

一
行
目

「
師
耶
」

の
下

に
繰
り
返

し

の

マ

・
」

が
あ
り

「
師

耶
耶
」
、
三
行

目

「
和
尚
」

の
下
に

「
毎
」
が

脱
落
、
五
行
目

「
(宣
徳
府
)
寺
」
↓
「
等
」
、

一
〇
行
目

「
口
」
に

つ
い
て
注

(キ
)

で
は
先
行

研
究

の
録
文

に

「
口
」
と
あ

る
文
字

を
空
格

の
誤

り
と
考

え
、
空
格
に
は

「
鼓
」
が
入
る

の
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
が
、
拓
影

に
よ

る
限
り

「
口
」
に
問
違

い
な

い
。

一
三
行
目

「
庭
分
」
は
次
行
に
迭
り
六
字

下
げ
、
末
尾

の

「
至
元
十
八
年
正
月
」
は

「
庭
分
」
か
ら
三
字
空
け

て
同
じ

行

に
績

く
。

一
四
行
目

「
東
至

(
以
下
閾
)
」
は

=
二
行

目
と
最
終
行

の
行

間

に
記
載
さ
れ
る
。
な
お
、
第
七
節

の

「
阿
識
筆
大
王
令
旨
碑
」

の
文
字
補

訂

に
關
し

て
は
、
村
岡
倫

「
モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
山
西
卒
陽
地
匿
と
諸
王

の
権

(
16
)

盆

-

聖
姑
廟

「
阿
識
死干
大
王
令
旨
碑
」
よ
り
」
に
詳
し

い
。

最
後

に
全
膿

に
關
わ
る
問
題
と
し

て
、
全
眞
教

の
宮
観
と
投
下

・
位
下
と

の
關
係

に
つ
い
て
燭
れ

て
お
き
た

い
。
こ

の
黙

に
つ
い
て
は
、
本
書
に
お

い

て

「
モ
ン
ゴ

ル
時
代

の
道
教
は
、
宮
観
や
道
士

に
宛

て
て
帝
室
や
行
政
が
多

く

の
文
言
を
獲
給
し

て
い
る
た
め
、

モ
ン
ゴ

ル
政
権

の
政
治
史
、
支
配

の
構

造
、
政
権
や
投
下

の
實
状
、
な
ら
び

に
元
朝
史

の
諸
問
題
を
考
え
る
上

で
い

く

つ
か
の
材
料
を
提
供

す
る
」

(二
四
三
頁
)
と

述

べ
ら

れ
る
よ
う

に
、
政

治
史

の
解
明
、
中

で
も

モ
ン
ゴ

ル
政
権

の
支
配

の
構
造

に
か
か
わ
る
重
要
な

問
題
と
位
置
、、つ
け
ら
れ
る
。

モ
ン
ゴ

ル
王
族
や
功
臣
た
ち
が
そ

の
所
領

で
あ

る
位
下

や
投
下
領
内

の
宮
観

に
封
し

て
命
令
文
を
獲
給
し
得
た
こ
と
は
、
本

書
に
お

い
て
も
多
く

の
事
例

に
基
づ

い
て
謹
明
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

一

例
と
し

て
、
第

一
章
第
五
節
に
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
サ

ル
家

の
當
主
シ

ク
ド

ゥ
ル

(勢
都
鬼
)
が
所
領
内

の
莱
州
神
山
洞
に
宛

て
て
そ

の
権
盆
を
追

認
し
、
加
號
を
行
う
令
旨
を
獲
し

て
い
る
こ
と
な
ど
が
墾
げ
ら
れ
よ
う
。
で

は
、
そ

の
逆
も
ま
た
然
り
な

の
で
あ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
宮
観
に
封
し

て
命

令
文
を
獲
給
し
得
た
と

い
う
事
實
は
、
そ

の
獲
給
者
が
宮
観

の
存
在
す
る
地

域
を
所
領
と
し
た

こ
と

の
謹
し
と
な
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

こ

の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
第

一
章
第
七
節
に

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
二

通

の
俘
山
縣
天
聖
宮
に
宛

て
て
獲
せ
ら
れ
た
給
文
を
見

て
み
よ
う
。
こ

の
給

文
に
關
し

て
は
、
本
書
と
は
別

に
前
掲

の
村
岡
論
文
に
お

い
て

「
こ
の
碑
は

道
教
文
書

で
あ
り
、
大
王
が
行
使
し

て
い
る

の
は
、
領
地

へ
の
支
配
灌

で
は

な
く
、
漢
地

の
政
治
機
構

・
な

い
し
経
濟
機
構

・
宗
教
機
構

へ
の
支
配
灌
で

あ

る
」

(村
岡

二
〇

一
〇
、

二
〇
八
頁
)
と

の
本
書
著

者

の
見
解

が
載

せ
ら

(
17
)

れ

る
。

つ
ま

り
、
「大

王
」
ク
ビ

ラ
イ

は
卒
陽
を
位

下
領

と
す

る
ジ

ョ
チ
家

が
も

つ
領
地

へ
の
支
配
権
と
は
異
な
る
権
盆
を
有
し
、
平
陽
路
内

の
浮
山
縣

天
聖
宮

に
封
す
る
支
配
椹
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が

モ
ン
ケ

ー

ク
ビ

ラ
イ

ー

張
志
敬
と

い
う
人
的
な
繋
が
り

に
由
來
す
る
も

の
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で
あ

っ
た

こ
と
は
本
書

に
明
ら
か

で
あ
る
。
そ

の

一
方

で
、
第

一
章
第
五
節

で
は
孟
州
露
都
観

(宮
)

に
宛

て
て
獲
せ
ら
れ
た
棊
志
遠
お
よ
び

ソ
ル
コ
ク

タ

ニ
の
命
令
文
を
基

に
、
ト

ル
イ
家

の
所
領

で
あ

っ
た
孟
州
が

一
二
四
五
年

段
階

で
オ
ゴ

デ
イ
家

の
所
管

に
屡
し
、
さ
ら
に

=

一五
〇
年

に
再
び
ト

ル
イ

家

の
所
領
と
し

て
復
活
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

ソ
ル
コ
ク
タ

ニ
お
よ
び

フ

レ
グ
が
淫
陽
重
陽
延
壽
宮

に
宛

て
て
獲
し
た
命
令
文
を
基
に
、
當
時

の
淫
陽

が
ト

ル
イ
家

フ
レ
グ

の
所
領

で
あ
り
、
そ

の
前
後

の
時
期

の
京
兆
周
邊
が
ト

ル
イ
家
と
オ
ゴ
デ
イ
家

の
複
雑
な
所
領
關
係
に
あ

っ
た
と
す
る
な
ど
、
宮
観

に
封
す

る
命
令
文
獲
給
と

い
う
事
實
を
基

に
所
領
關
係

の
攣
更
が
議
論
さ
れ

る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
浮
山
縣
天
聖
宮

に
封
し

て
ク
ビ

ラ
イ
が
行
使
し
得

た
支
配
権

の
形
が
そ

の
他

の
地
域
に
お

い
て
も

見
ら
れ
た
と
す

る
な
ら
ば
、

特
定

の
宮
観

に
封
す
る
命
令
文
獲
給
と

い
う
事
實
を
も

っ
て
、
そ

の
宮
観
が

位
置
す

る
地
域

の
所
領
關
係
を
議
論
す
る

こ
と

に
は
問
題
が
あ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
鮎

に
關
し

て
は
、
第

;
章
第
四
節

に
お

い
て
、
武
宗
カ
イ

シ
ャ
ン
と

苗
道

一
と

の
關
係
を
基

に
、

モ
ン
ゴ

ル
王
族
と
宗
敏
者
と

の
關
係
が
個
人
的

な
繋
が
り

に
立
脚
す
る
も

の
で
あ
り
、
チ

ン
ギ

ス
汗
が
丘
虞
機
に
宛

て
て
獲

し
た
命
令
文
以
來
、
教
團
全
髄

で
は
な
く
特
定

の
道
士
個
人

に
宛

て
て
文
書

が
獲
給
さ
れ
た
と

い
う
指
摘
が
鍵
を
握
る
と
考
え

る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
教

團

レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
各
宮
観

レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
人
的
な
繋
が
り

こ
そ

が
権
盆

の
源

で
あ
り
、
そ

の
繋
が
り
が
分
地
と

い
う
面

の
中

に
鮎
と
し

て
の

支
配
権
を
生
じ
さ
せ
た

こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
分
地
を

面
と
し

て
の
廣
が
り
を
も

つ
も

の
と
捉
え
る
こ
と
自
膿

に
問
題
が
あ
る

の
で

あ

ろ
う
。
史
料
や
諸
研
究

に
お

い
て
、
分
地
は
し
ば
し
ば
某
路
、
某
州
、
某

恥

縣
な
ど
と
行
政
軍
位
を
冠
し

て
表
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
内
部
に
目
を

向
け
れ
ば
、
そ
こ

に
は
様

々
な
人
的
な
繋
が
り

に
基
づ
く
灌
盆
關
係
が
同
時

拉
行
的

に
存
在
し

て
い
る
こ
と

に
氣
、、つ
か
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
椹
盆
お
よ
び
支

配
關
係
が
複
雑

に
入
り
組
ん
だ

"
鮎

の
集
合
膿
"
と
し

て
の
分
地
像
を
想
定

す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
こ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、
第
二

章
第

一
節
お
よ
び
第
五
節
に

て
詳
述
さ
れ
る
師
弟
關
係

に
基
づ
く
住
持

の
交

替
制

「
甲
乙
住
持
」
と
は
、
教
團
内
部
に
お
け
る
師
弟
問

で
の
権
盆

の
縫
承

の
み
な
ら
ず
、
そ

の
灌
盆

の
源

で
あ
る

モ
ン
ゴ

ル
貴
顯
と

の
人
的
な
繋
が
り

ま

で
を
も
保
存
し
、
こ
れ
を
後
代
に
傳
え
る
仕
組
み

で
あ

っ
た
と
み
な
し
得

よ
う
。

し
た

が

っ
て
、
「
甲
乙
住
持
」

か
ら
師
弟
關
係

に
と
ら
わ

れ
ず
廣

く

諸
方

に
住
持
を
求
め
る

「
十
方
住
持
」

へ
の
攣
更
は
、
そ
こ

に
新
た
な
人
的

關
係
を
生

み
出
す
可
能
性

(も

し
く
は
危
険
性

)
を

秘
め
た
も

の
で
あ
り
、

問
題
は
教
團
内
部

の
利
害
關
係

に
止
ま
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ

る

の
で
あ
る
。

以
上
、
評
者
自
身

の

「
讃
み
」
を
示
そ
う
と
し
な
が
ら
、
結
局
は
本
書

の

論
旨

に
關
わ
る
よ
う
な
知
見
を
示
す

こ
と
は

で
き
ず
、
幾
重

に
も
重
な
る
ぶ

厚

い
議
論

の
周
邊
を
さ
ま
よ
う
程
度

の
作
業
に
終
始
す
る
こ
と
と
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
や
は
り
壁
は
大
き
く
高
か

っ
た
と

い
う

の
が
讃
後

の
率
直
な
思

い

で
あ
る
。
特

に
第

一
章
第
六
節

に
て
重
陽
萬
壽
宮

の

「
大
蒙
古
國
累
朝
崇
道

恩
命
之
碑
」
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
る
、
全
眞
教
道
士

の
手

に
な
る
命
令
文

の
捏
造

や

「
聖
旨

の
文
字
化
」
な
ど

の
議
論
に
原
載
論
麺

に
お

い
て
初
め

て

燭
れ
た
時

の
驚
き
と
興
奮
は
忘
れ
ら
れ
な

い
。
全
篇
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
著

者

の
創
見
は
、
本
書
を
自
身

で

「
讃
む
」

こ
と

で
し
か
味
わ
う
こ
と
が

で
き

な

い
。
さ
ら

に
、
各
史
料

の
解
讃
に
よ

っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
支
配
や
権

力

の
あ
り
方
、
椹
力
を
背
景
に
し

て
生
み
出
さ
れ
な
が
ら
、
次
第

に
灌
力
そ

の
も

の

へ
と
姿
を
攣
え
る
言
葉

の
持

つ
力
な
ど

の
議
論
は
、

モ
ン
ゴ

ル
時
代
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史

や
中
國
史
、
さ
ら
に
は
歴
史
と

い
う
枠

に
す
ら
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
く
、

1

世
界

の
現
状
を
理
解
す
る
上

で
も
大
き
な
示
唆
を
與
え
る
も

の
で
あ
る
。

註(
1
)

「
元
典
章

文
書

の
構

成
」
、

「東

洋
史
研
究
』
第

二
三
巻
第

四
號
、

一

九
六
五
年
。
「
元
典
章
文
書

の
研
究
」
、

「田
中
謙

二
著
作
集
』
第

二
巻
、

汲
古
書
院
、
東
京
、

二
〇
〇
〇
年
。

(
2
)

直
課
膿
風
白
話
文
を
扱

っ
た
專
論
と
し

て
、
祀
生
利

「
元
代
白
話
碑

文
研
究
」

(中

國
杜
會
科
學
院

研
究
生
院
博

士
學
位
論
文

、
二
〇
〇
〇

年
五
月
)
が
あ
る
。
上
篇
は

モ
ン
ゴ

ル
語
と

の
封
鷹
關
係
に
基
づ
く
語

彙

・
語
法

の
研
究
、
下
篇

で
は
徹
底
し
た
拓
本
と
現
地
調
査

に
よ
る
校

勘
お
よ
び
注
繹
を
附
し
た
白
話
碑

の
網
羅
的
な
集
成
が
な
さ
れ
る
な
ど
、

文
字
通
り

の
勢
作

で
あ
る
。

一
日
も
早

い
公
刊
が
望
ま
れ
る
。

(
3
)

『中
國
史
研
究
』

一
九
八
四
年
第

二
期
。

(
4
)

初
出
は

『勢
貞

一
先
生
八
秩
榮
慶
論
文
集
』

(商
務
印
書
館
、
吉室
北
、

一
九

八
六
年
)
、

「蒙
元
史

新
研
』

(允
最
文

化
出
版
、
基

北
、

一
九
九

四
年
)

に
再
録
。

(
5
)

漢
亜
周
刊
出
版
有
限
公
司
、
湊
門
、

二
〇
〇
三
年
。

(
6
)

名
古
屋
大
學
出
版
會
、
名
古
屋
、

二
〇
〇
六
年
。

(
7
)

太
宗
即
位
之
五
年
、
新
建
國
子
學
干
燕
京
、
御
製
宣
論

二
通
。
其

一

通
、
論
奪

羅

(解

)
〔
解
〕
等

及
十
投

下
管
匠
等

官
。
方
是
時

、
遣
蒙

古
子
弟

一
十
八
人
、
來
習
漢
人
語
言
文
字
、
復
倫
漢
人
子
弟

二
十

二
人
、

攻
習
蒙
古
言
語
弓
箭
、
命
提
領
陳
時
可
揮

二
名
儒
管

(句
)

〔勾
〕
、
井

主
守
孔
子
廟
道
人
馬
志
亨
選
秀
士

二
人
、
通
儒
道
人

二
人
、
分
作
四
牌

子
教
讃
。
不
帥
教
者
、
以
簡
子
量
篁
之
、
更
灌
用
燕
京

・
眞
定
暦
日
銀
、

建
立
夫

子
廟
雨
嚥
及
難
業

之
舎
。
其
子
弟

日
給
米
人

一
升

、
麺

如
之
、

肉

一
斤
、
晩
同
給
酒
四
缶
、
家
糧
之
給
亦

一
升
、
土
箸
者
皆
不
與
。
又

於
降
戸
毎
人
揆
小
蒼
頭

一
名
、
以
奉
使
令
。
此
蛇
児
年
六
月
初
九
日
所

頒
也
。
其

一
通
、
論
受
學
諸
弟
子
員
、
習
漢
人
文
書
之
外
、
兼
諸
匠
氏

藝
事
、

及
藥

材
所

用
、
彩

色
所
出

、
地

〔
理
〕
・
州

郡
所
紀
、

下
至
酒

醗

・
麹
藁

・
水
銀
之
造
、
食
飲

・
烹
妊
之
制
、
皆
欲
周
覧
労
通
。
傍
戒

飲
酒
、
不
可
有
違
、
而
於
習
護
之
事
尤
諄
也
。
所
頒
之
年
月
、
與
前
同
、

不
書
何
日
。
意
梢
後
於
前
、
亦
不
過
旬
日
爾
。
後
十
六
年
、
當
定
宗
崩

之
明
年

、
己

酉
十
月
望

日
、
夫

子
廟
住
持
賜
紫

知
観
李
志

元
始

(襲
)

〔聾
〕
樂
石
、
令
重
玄

子
葛
志
仙

刊
置
學
中
。
其
左
方

序
列

四
教
讃

弟

子
名
、
蒙
古

必
闇
赤
自

(禮

)
〔
札
〕
古

魯
眞
以

下
凡
十
九

人
、
漢

人

必
閣
赤
自
文
宣
奴
而
下
凡

二
十
八
人
。
所
謂
必
閣
赤
者
、
課
言
書
生
也
。

其
数

比
奮
有

所

(如
)

〔加
〕
者
、
績
有

慕
致

而
來
者

耳
。
又
列

羅

・

劉

二
通
事
、
不
著
其
名
、
又
列
宣
授
蒙
古
必
閣
赤
四
牌
子
総
教
馬
志
亨
、

宣
授
金
牌
提
基
國
子
學
事
中
書
楊
惟
中
、
御
前
宣
議
國
子
學
事
仙
孔
八

合
識
李
志
常
、
三
人
街
名
。
所
謂
八
合
識
、
繹
言
師
傅
也
。
惟
中
即
楊

文
粛
公
、
從
事
征
行
、
勢
烈
甚
著
。
絵
若
志
元
、
志
先
、
志
亨
、
志
常

則
皆
黄
冠
師
。
當
時
制
尚
淳
質
、
混
儒
道

二
者
爲

一
、
不
復
異
別
、
有

合
於
老
易
同
用
之
旨
、
厭
後

〔元
〕
勤
碩
輔
、
頗
有
爲
道
家
所
薦
而
起

者
。
濠
謹
按
、
蛇
児
年
六
月
九
日
、
正
金
哀
宗
天
興

二
年
癸
巳
六
月
壬

午
也
。
金
自
宣
宗
以
貞
祐

二
年
五
月
壬
午
遷
沐
、
三
年
五
月
庚
申
、
燕

京
入
我
職
方
。
至
是
垂

二
十
載
、
立
學
以
教
冑
子
、
固
惟
其
時
。
然
矯

猫
怪
、
是
年
王
師
南
征
、
園
沐
蹴
察
、
決
策
制
勝
、
日
不
暇
給
、
而
我

太
宗
乃
以
教
育
英
才
爲
先
務
、
而
其
爲
教
、
又
能
達
理
事
不

二
、
馨
繋

見
諸
實
用
。
柿
謀
容
算
、
度
越
前
王
、
天
縦
之
聖
、
爲
不
可
及
已
。
列
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聖
有
作

、
盆
修

成
均
養

士
之
制
。
百
年
以
來

、
途
用
人
文
化
成

天
下
、

弦
蓋
其
灌

(始
也
輿
)

〔輿

[始
也

　
二
字
は
細
字
注
]
〕
者
歎
。
石
刻

今
藏
京
師
、
與
御
賜
祭
宣
聖

(王
)

〔玉
〕
畢
、
皆
提
基
學
事
者
司
之
、

毎
當
代

(云
)

〔去
〕
、
出
以
相
傳
、
且
繋
其
名
子
籍
、
非
惟
不
忘
其
本

先
、
蓋
亦
愼
之
至
也
。
濠
因
得
而
備
記
之
、
稗
覧
者
知
祀
宗
垂
意
學
校
。

文
運
之

興
、
殆
非

一
日
。
而
纂
修

史
臣
或
得

以
蓼

考
焉
。

(底
本

に
は

惜
陰

軒
叢

書
本

『新
増

格
古

要
論
』
を

用

い
、
叢
書

集
成

本
お

よ
び

『欽

定

日

下
薔

聞

考
』

(巻

六
七
)
、

『欽

定

國

子
監

志
』

(巻

六

一
)
、

『畿
輔

通
志
』

(巻

=

二
九
)
所

牧

の
同
史
料

に
よ

っ
て
校

訂
を
加

え

た
。
)

(
8
)

な
お
、

『欽
定
日
下
奮
聞
考
』
當
該
條

の
末
尾

に
は

「
原
在
城
市
門
、

今
移
改
」

の
語
が
見
え
る
。

(
9
)

宋
濠

の
傳
記
史
料

に
お

い
て
は
、
至
正
九
年
に
お
け
る
翰
林
國
史
院

編
修
官

へ
の
就
任
を
固
僻
し

て
龍
門
山
に
隙
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
黄
漕

が
没

し
た
翌
年

の
至
正

一
八
年

に

「
門
人
翰
林

國
史
院
編
修
官

同
郡
」

の
宋
濠
が
京
師
に
あ

っ
た
危
素

に
行
状
を
迭
付
し

て
耐
道
碑

の
撰
述
を

依
頼

し
て

い
る

こ
と

か
ら

(
「大

元
故
翰
林
侍
講

學
士
中
奉
大
夫

知
制

諾
同
修
國
史
同
知
経
莚
事
贈
中
奉
大
夫
江
西
等
庭
行
中
書
省
蓼

知
政
事

護

軍
追
封

江
夏
郡

公
論
文

献
黄

公
柿
道

碑
」
、

『危
太

撲
文
績

集
』
巻

二
)
、
同
官

へ
の
就
任

は
明

ら
か

で
あ

る
。
さ
ら
に
、
至
正
九
年

一
〇

月

に
皇
太
子

ア
ユ
シ
リ
ダ

ラ

(愛
猷
識
理
達
臓
)

の
端
本
堂

に
お
け
る

學
習
開
始
を
言
祀
ぐ

「
皇
太
子
入
學
頗
」
を
撰
し
、
至
正

一
五
年
三
月

に
は

ア
ユ
シ
リ
ダ

ラ

へ
の
玉

冊
お
よ

び
冤
服
九

旛

の
授
與

を
祀

っ
て

「
皇
太
子
受

玉
冊
頒
」
を
撰

し
て

い
る
こ
と

か
ら
見

て
、
至
正
九

年

に

同
官

に
就
任
し
た

こ
と
は
問
違

い
な

い
で
あ

ろ
う
。

(
10
)

後
代

の
事

例

で
は
あ
る
が
、

『明
史
』
巻

一

二
二
・
后
妃

傳

・
太

祀

孝
慈
高
皇
后

に

コ
帝
幸
太
學
還
、
后
問
生
徒
幾
何
、
帝
日
藪
千
。
后
日

人
才
衆
　
。
諸
生
有
康
食
、
妻
子
將
何
所
仰
給
。
於
是
、
立
紅
板
倉
積

糧
、
賜
其
家
。
太
學
生
家
糧
自
后
始
」
と
あ
り
、
馬
皇
后

の
獲
案
に
よ

り
太
學
生

の
妻
子

の
た
め

に
家
糧
が
支
給
さ
れ
た
と
あ
る
。

(
11
)

王

二
〇
〇
三

(三

二
頁
)
は
こ
れ
を

「
ホ
宣
奴
」
に
、
宮

二
〇
〇
六

ヴ

イ

シ

ュ

ヌ

(
二
五

五
頁
)
は

「
分
宣
奴
」
に

つ
く

る
。

い
ず
れ
も

そ

の
基
づ

く
所

は
不
明

で
あ
る
が
、
文
字
通
り

「
文
宣

(王

の
)
奴
」
と
解
す

べ
き
で

あ

ろ
う
。

(
12
)

諸

テ
キ

ス
ト
は

い
ず
れ
も

「御
前

宣
議
」
と
す

る
が
、
「宣

議
」

の

意
を
解
す
る
こ
と
が

で
き
な

い
。
誤
字

の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

(
13
)

郵
慶
平
編
録
、
趙
世
喩
審
訂
、
李
新
威
主
持
訪
拓
、
廣
西
師
範
大
學

出
版
杜
、
桂
林
。

(
14
)

『華
南
研
究
資
料
中
心
通
訊
』
第
三
五
期
。

(
15
)

本
節

の
初

出
年
次

が

一
九
九
七
年

(
『東
洋

文
化
學
科
年
報
』
第

一

二
號
)

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
後
出

の
研
究
や
資
料
集
を

用

い
て
追
加
訂
正
を
行
う

こ
と
は
禁
じ
手

で
あ

ろ
う
が
、
本
書

で
は
原

載
初
出
が
明
記
さ
れ
ず
、
ま
た
第

;
章
第
七
節

で
は

二
〇

一
〇
年

一
月

獲
行

の
村
岡
倫
論
文
に
言
及
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
初
出
以
降
に
手
が

加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

っ
た
と
到
断
し
た
。

(
16
)

『龍
谷
大
學
論
集
』
第
四
七
四

・
四
七
五
合
併
號
、

二
〇

一
〇
年
。

(
17
)

浮
山
縣
を
含
む
卒
陽
路
が
ジ

ョ
チ
家

の
位
下
領

で
あ
り
、

=

一三
七

年

に
バ
ト

ゥ
が
窪
州
に
令
旨
を
獲
令
し

て
い
る
こ
と
も
周
知

に
屡
す
る
。

さ

ら
に
、

一
二
五

一
年

に
は
浮
山

縣

に
隣

接
す

る
翼
城
縣

に

お

い
て

「
抜
都
大
王
令

旨
」
を
灌
威

の
源

と
す
る
卒

陽
路

都
提
河
所

が
水
争

い

一177一



178

の
調
停
を
行

っ
て
い
る
事
例
を
確
認
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
翼
城
縣

の

事
例

に
關
し

て
は
、
拙
稿

「
山
西
翼
城
喬
澤
廟

金
元
水

利
碑
考

-

以

《
大
朝

断

定

使
水

日

時
記
》
爲

中

心

1

」

(
『山
西

大
學

學

報
』

二
〇

一
一
年
第

三
期
)
お
よ
び
拙

著

『分
水
と
支

配

金

・
モ
ン

ゴ

ル
時
代
華
北

の
水
利
と
農
業
』

(早
稻
田
大
學
出
版
部
、
東
京
、

二

〇

二
二
年
)
第
一;
章
を
蓼
照
さ
れ
た

い
。

(
18
)

「追
手
門
學
院
大
學
文
學
部
紀
要
』
第
三
三
號
、

一
九
九
七
年
。

二
〇

二

年

一
二
月

東
京

汲
古
書
院

A
五
判

四
六
三
±

≡
二
頁

一
一
〇
〇
〇
圓
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